
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 

　食品衛生法施行細則（平成 29 年松江市規則第 79 号）の一部を次のように改正する。 

　次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分は、これに対応す

る改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる

規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 改正後 改正前

 様式第 7 号(第 4 条関係) 

(表)【許可・届出共通】 

略 

営業許可申請書・営業届(新規、継続) 

略 

様式第 7 号(第 4 条関係) 

(表)【許可・届出共通】 

略 

営業許可申請書・営業届(新規、継続) 

略 

 （裏）【許可のみ】 （裏）【許可のみ】 

 様式第 9 号(第 4 条関係) 様式第 9 号(第 4 条関係) 

 略

 

営

業

施

設

情

報

略

 (ふりがな) 資格

の種

類

食監・食管・

調・製・栄・

菅栄・船舶･と

畜・食鳥

 略

 自動販売機、全自

動調理器の型番

業態

 略

 略

 略

 

営

業

施

設

情

報

略

 (ふりがな) 資格

の種

類

食管・食監・

調・製・栄・

菅栄・船舶･と

畜・食鳥

 略

 自動販売機　　

　　　　の型番

業態

 略

 略

 略

 

業

種

に

応

じ

た

情

報

略 飲食店のう

ち従業員が

常駐せず全

自動調理器

により調理

された食品

を販売する

営業

□

 ふ ぐ の 処

理 を 行 う

施設

□ 生食用食肉

の加工又は

調理を行う

施設

□

 略

 略

 略

 

業

種

に

応

じ

た

情

報

略 生食用食肉

の加工又は

調理を行う

施設　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　

□

 ふぐの処理を行う施設 
 
 

□

 略

 略



 

　　　附　則 

　この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。

 (表)【許可・届出共通】 

略 

営業許可申請書・営業届(変更) 

略 

(表)【許可・届出共通】 

略 

営業許可申請書・営業届(変更) 

略 

 （裏）【許可のみ】 

略 

（裏）【許可のみ】 

略 

 

 略

 

営

業

施

設

情

報

略

 (ふりがな) 資 格

の 種

類

食 監 ・ 食

管・調・製・

栄・菅栄・

船 舶 ･ と

畜・食鳥

 略

 自動販売機、全自

動調理機の型番

業態

 略

 略 略

 略

 略

 

営

業

施

設

情

報

略

 (ふりがな) 資 格

の 種

類

食 管 ・ 食

監・調・製・

栄・菅栄・

船 舶 ･ と

畜・食鳥

 略

 自動販売機　　　

　　　　の型番

業態

 略

 略 略

 略

 略 略

 

業

種

に

応

じ

た

情

報

略 飲食店のう

ち従業員が

常駐せず全

自動調理器

により調理

された食品

を販売する

営業

□

 ふ ぐ の 処

理 を 行 う

施設

□ 生食用食肉

の加工又は

調理を行う

施設

□

 略

 略 略

 略

 略 略

 

業

種

に

応

じ

た

情

報

略 生食用食肉

の加工又は

調理を行う

施設　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　

□

 ふぐの処理を行う施設 
 
 

□

 略

 略 略

 略


